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計量等業務一般仕様書  

 

1 目的 

 本一般仕様書（ 以下「 本仕様書」 と いう 。） は神戸市環境局ク リ ーン セ ン タ ーにおけ る

環境局直営車両（ 以下「 直営車両と いう 。）、 一般廃棄物運搬許可業者（ 以下「 許可業者」

と い う 。） 車両およ び市民等か ら 直接搬入さ れる ご み（ 以下「 自己搬入ご み」 と いう 。）

等の車両重量の計量、自己搬入ご みに 対する 廃棄物処理手数料（ 以下「 手数料」と いう 。）

徴収、 ピ ッ ト 前誘導・ 監視等の業務に つい て 定め る も の で あ る 。 以下、 神戸市を 「 甲」

と いい 、 受託者を 「 乙」 と い う 。  

 

2 適用 

 本仕様書はク リ ーン セ ン タ ー計量等業務の 一般事項に適用する 。 本仕様書に示すも の

の他は、「 各ク リ ーン セ ン タ ー計量等業務特記仕様書」 に よ る も のと する 。  

 な お、 仕様書の 構成およ び表示事項に 不一致があ る 場合、 優先順位は次に よ る も のと

する 。  

( 1)  特記仕様書 

( 2)  図面 

( 3)  一般仕様書 

 

3 業務種別 

( 1)  計量業務 

 計量業務と は、 下記搬入出車両の重量計量およ び市民等か ら の自己搬入ご みに

対する 手数料徴収、 な ら びに そ の付帯業務を いう 。 な お、 こ の業務に従事する 従

事者を 「 計量員」 と い う 。  

① 直営車両 

② ご み収集業務委託車両（ 以下「 委託車両」 と いう 。）  

③ 許可業者 

④ 自己搬入ご み車両（ 以下「 自己搬入車両」 と いう 。）  

⑤ ご み中継車両（ 以下「 中継車両」 と い う 。）  

( 2)  ピ ッ ト 前誘導警備業務 

 ピ ッ ト 前誘導警備業務と は、 プラ ッ ト ホ ーム におけ る 誘導・ 監視等、 およ びそ の

付帯業務を いう 。 な お、 こ の業務に従事する 従事者を「 ピ ッ ト 前作業員」 と いう 。  

 

4 調達の 種類およ び契約方法 

 調達の種類は委託契約と し 、 契約方法は総価契約と する 。  

 

5 支払方法 

( 1)  委託金額は令和７ 年４ 月以降毎月支払う も の と し 、月当た り の 金額は、委託金額の

12 分の 1 に相当する 額と する 。 た だし 、 端数が生じ た 場合は、 支払最終月の金額

で調整する 。  

( 2)  毎月の 検査合格後、適法な 請求書を 受理し た 日から 30 日以内に支払う も のと する 。 

 

6 業務体制・ 業務時間 

( 1)  業務体制 



 

① 乙は本業務を 実施する た め、各ク リ ーン セ ン タ ー特記仕様書に記載する 搬入受

付時間中は次の 人員以上を 確保し 、 履行場所に配置する こ と 。  

業 務 責 任 者 １ 名 

計 量 業 務 ２ 名 

ピ ッ ト 前誘導警備業務 ２ 名 

② 業務責任者は休憩等で 計量業務やピ ッ ト 前誘導警備業務に 人員の 不足が 生じ

な いよ う 助勢し て も よ いこ と と する 。  

③ 乙は契約締結後速やか に、 甲に対し 業務責任者選任届、 従業員名簿等を 提出す

る も の と し 、 そ の内容に変更があ る 場合は， そ の都度速やか に甲に報告する こ

と 。  

④ 計量待ち の車列が、 構外（ 公道） にはみ出る こ と 、 プラ ッ ト ホ ーム で 車両が渋

滞する こ と 等が な いよ う 、車両の入退場に十分対応で き る 体制を 確保する こ と 。 

⑤ 施設の 自己搬入ご みに 対する 手数料徴収は、 現金およ びキ ャ ッ シ ュ レ ス 決済

（ キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済導入場所に限る 。） と な る 。 キ ャ ッ シ ュ レ ス 端末（ 想定

取扱機器； Ver i f oneV200C） の基本操作について は、 契約後甲よ り 提示する 操

作者用 QA およ び機器取扱説明書を 、 車両重量計量シ ス テ ム の作業手順につい

て は、 各ク リ ーン セ ン タ ーの「 計量委託業務安全作業の 手引き 」 を 参照する こ

と 。  

⑥ 車両重量計量シ ス テ ム の改修等によ っ て 、「 計量委託業務安全作業の手引き 」

の改定等作業手順の変更があ る 場合、乙は甲の指示に従い対応する こ と 。な お、

人員数の変更を 要し な い場合は契約変更の対象と し な い 。  

⑦ ク リ ーン セ ン タ ーにおけ る 甲の担当者を 乙に 通知する も のと する 。  

 

( 2)  業務時間 

① 業務に関連する 施設の 解錠およ び施錠時間に 関し て は、 乙は甲と 協議の う え 、

決定する こ と と する 。  

② 甲が特別の事情によ り 業務時間の変更を 必要と 認めた 場合は、別途甲が指示す

る た め 対応する こ と 。  

 

7 業務責任者 

 業務責任者は次に掲げる 業務を おこ な う 。  

( 1)  従業員の指揮、 監督、 教育およ び事故の防止。  

( 2)  業務遂行の た め の、 甲と の連絡調整。  

( 3)  業務の 履行上必要な 書類の作成。  

( 4)  １ 週間に １ 回以上プ ラ ッ ト ホ ーム の 作業者およ び搬入者に つい て 状況を 点検し 、

不安全行動がな いか 、保護具の着用が 適正か を 確認し た 上で 記録を 残し 、甲へ提出

する こ と 。  

 

8 手数料 

( 1)  自己搬入ご みに ついて 手数料の徴収を おこ な う 。た だし 、事業系ご みの自己搬入に

つい て 、 神戸市事業系ご み指定袋に 収納さ れて 搬入する 場合に は、 徴収を 行わ な

い。  

( 2)  許可業者に よ る ご みの 搬入に ついて は手数料の徴収を おこ な わな い 。  

( 3)  手数料の金額は、 可燃ご みは 10kg ま で ご と に 80 円、 木質ご みについて は 10kg ま

でご と に 140 円と する 。 な お、 神戸市手数料条例に よ り 、 額の改定がな さ れた と き



 

は、 そ の金額に 変更さ れる も のと する 。  

( 4)  手数料は、現金ま た はキ ャ ッ シ ュ レ ス 決済（ キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済導入場所に限る 。）

によ り 徴収し 、料金後納扱い と はし な い。キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済には甲の 準備する 端

末を 利用する こ と 。  

( 5)  計量員は、 車両重量計量シ ス テ ム に おい て 作成さ れた 伝票に印字さ れた 金額を 徴

収する 。  

( 6)  手数料の現金徴収に必要と な る つり 銭は乙が 準備する こ と 。  

( 7)  手数料の 過誤納等に よ り 還付の 必要が あ る 場合、 別途甲よ り 対応を 指示する も の

と し 、 乙はそ の 指示に 従う こ と 。  

( 8)  乙は、 本業務開始前ま でに、 適格請求書等保存方式（ イ ン ボ イ ス 制度） に対応し 、

課税事業者の要求に 応じ た 適格請求書等の 交付等の 対応がで き る よ う に 適格請求

書発行事業者登録等を 行い、 そ の登録情報を 甲に通知する こ と 。  

( 9)  乙が 自己搬入ご みの 手数料徴収の際に 発行する 伝票に つい て は、 乙の名称およ び

登録番号を 使用し 、 適格簡易請求書と し て 媒介者交付特例に て 交付する も のと す

る 。  

( 10)  乙は手数料徴収収納日報等を 作成する 際に 現金に よ る 徴収額と キ ャ ッ シ ュ レ ス

決済に よ る そ れぞれの 徴収額およ びそ の 合計額を 明示し 、 毎日の 業務終了後に 確

認を 行っ た う え で甲に 報告する こ と 。ま た 、車両重量計量シ ス テ ム から 印刷し た 一

般私人料金徴収日報に 受託者の 名称およ び登録番号と 適用税率を 記載の う え 、 こ

れを 適格請求書の写し と し て 、 1 部は甲に提出、 1 部は乙におい て 本業務の契約期

間に関係な く ７ 年間保管する こ と 。  

( 11)  乙は手数料の 徴収に関する 帳簿等（ 電子的記録も 含む） を 作成の う え 、 保存し て お

く こ と 。  

 

9 金額に 齟齬が発生し た 場合の 取り 扱い  

( 1)  計量設備に おいて 作成さ れた 、 伝票に 印字さ れた 金額と 画面に 表示さ れた 金額と

が相違する と き は、 伝票に印字さ れた 金額を 徴収する 。  

( 2)  前項の 場合において 、業務責任者は甲に伝票を 提示し 、報告し な け ればな ら な い。  

 

10 徴収金の保管責任およ び払込 

( 1)  乙は、 徴収金を 善良な 管理者の注意を も っ て 保管し な け ればな ら な い。  

( 2)  乙は、 徴収金を 甲か ら 交付さ れた 納入通知書に よ り 、 甲の 指定金融機関等に 翌月

10 日（ 翌月 10 日が 銀行法第 15 条１ 項に規定する 銀行の休日に該当する 場合はそ

の翌営業日） ま でに払い込むも のと する 。  

( 3)  前項の支払い が所定の 期日ま で に行わ れな い 場合は、 そ の 翌日か ら 支払い の 日ま

で年５ パーセ ン ト の割合で 算定さ れる 遅延利息を 乙から 甲に 支払う も のと する 。  

( 4)  乙は、徴収金を 甲の指定金融機関に払い込むま で の間、公金専用の 決済用預金口座

を 設け 、各日の 徴収金を 翌営業日ま で に預金し 、各日の 徴収金が 混同する こ と がな

いよ う 、 適切に管理を おこ な う こ と 。 な お、 決済用預金口座を 開設し た 旨を 、 業務

開始ま でに 甲に 提示する こ と 。  

 

11 財産等の使用 

 委託契約約款第 18 条第６ 項に基づき 、 甲が乙に使用さ せる 設備等（ 以下「 貸与品」

と いう 。） につい て は、 次のと おり と する 。  

( 1)  業務の 履行に必要な 甲の指定する 事務室・ 控室等の 施設（ 計量端末・ 機材・ 光熱水



 

費等を 含む） およ び甲が 予め 用意し た 機械器具等一式に つい て は無償で 使用で き

る も の と する 。  

( 2)  業務責任者は貸与品に つい て 台帳を 作成し 、 甲の 承諾を 得た う え で そ の 保管状況

を 常に 把握し 、 善良な る 管理を おこ な う 。 甲の所有に係る 備品等を 乙が汚損・ 破損

し た 場合は乙が 弁償する も の と する 。 台帳に 記載の な い も の の使用は禁止する 。  

( 3)  控室は他業者と の共用使用の 場合があ り 、甲と 協議のう え 、決定する こ と と する 。

備品等の取扱い につい て 、乙は甲およ び控室を 使用する 他業者と 協議のう え 、決定

する こ と と する 。   

( 4)  そ の 他備品等を 持ち 込ん で 使用する 場合にはリ ス ト を 作成、 備品等に明示し た う

え で 、 甲の 承諾を 得る こ と 。  

( 5)  前条第４ 項に 定め る 徴収金の 一時保管を 目的と し た 金融機関への 移送、 およ び業

務連絡の 用に供する 車両１ 台に つい て は、 甲の 承諾を 得た う え で 施設内の 駐車場

を 無償で使用で き る も のと する 。  

( 6)  前項を 除き 、 従業員の 通勤手段は、 原則、 公共交通機関を 利用する こ と 。 た だ し 、

自動車を 使用する 場合には最小限にと ど め 、あ ら かじ め 市の 承諾を 得る こ と 。従業

員の通勤の 用途で、自動車ま た は原動機付自転車等の駐車を 目的と し て 、施設内の

駐車場を 使用する 場合は、甲から 交付さ れた 納入通知書によ り 、本市が 別途定める

月額使用料を 支払う こ と 。な お、こ の 駐車場使用料に ついて は、委託料（ 入札金額）

に含ま な い 。  

 

12 損害賠償 

 次の 各項に該当する 場合、 乙は、 当該各項に定め る 額を 賠償し な け ればな ら な い 。  

( 1)  毎日の 徴収金が 徴収すべき 手数料の額に比し て 不足を 生じ た と き は、 当該不足額。 

( 2)  乙が徴収金を 亡失し た と き は、当該亡失額。亡失理由が甲の責に帰する 場合はこ の

限り で はな い。  

( 3)  乙は、業務の 履行について 、乙の従業員ま た はそ の 他関係人の 故意ま た は過失によ

り 施設を 滅失し 、若し く は損傷し た と き 、ま た は施設の 利用者等の 第三者に損害を

及ぼし た と き は、すみやかに 事故報告書を 甲に提出し 、甲の指示する と こ ろ に 従い

そ の損害を 賠償し 、 ま た は原状回復し な け ればな ら な い 。  

( 4)  前３ 項に 定め る も の の ほ か 、 乙の責め に 帰すべき 事由に よ り 甲に 損害を 与え た と

き は、 当該損害額。  

 

13 業務計画 

 乙は次の 事項に つい て 業務計画書を 作成し 、 甲の承諾を 受け る こ と 。 下記事項に 変

更があ る 場合は， そ の 都度速やかに報告し 、 甲の承諾を 受け る こ と 。  

( 1)  業務分担、 業務方法、 業務内容に関する こ と 。  

( 2)  故障、 緊急時の 対応、 連絡体制に関する こ と 。  

( 3)  貸与品の管理に 関する こ と 。  

( 4)  そ の他維持管理に関する こ と 。  

 

14 計量員の配置 

 計量員を 計量棟に配置し 、車両の事故が な いよ う 、計量棟の適切な 運用を 図る こ と 。

な お、 計量員は計量業務、 手数料徴収業務のほ か 、 日報データ 等の作成等に おいて 計

量端末操作を 伴う こ と から 、 Wi ndows パソ コ ン の 基本的な 操作や一般的な 表計算ソ フ

ト およ び文書編集ソ フ ト の操作等を 習得し て い る こ と 。 さ ら に 窓口応対能力な ど 業務



 

を 円滑に進める コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 能力を 有する 人員を 配置する こ と 。  

 

15 記録の 修正削除の取り 扱い  

( 1)  業務の 履行において 、 搬入出記録の修正、 削除が 必要と な っ た 場合は、 そ の都度甲

に連絡し 、 修正ま た は削除内容を 説明のう え 、 承諾を 得て から 実施する こ と 。 た だ

し 、土曜、日曜およ び祝日の対応に つい て は業務責任者およ び計量員が妥当性を 確

認し た う え で 処理を おこ な い 、 翌平日に甲に 詳細を 報告する こ と 。  

( 2)  搬入出記録の修正、 削除を 行っ た 場合は、 そ の都度修正を おこ な っ た 日時、 修正内

容等を 毎月提出する 計量データ 修正月報に記録し て く こ と 。  

 

16 日報・ 月報作成 

( 1)  計量端末の データ に 基づき 手数料徴収収納日報、 月報を 作成し 、 甲に提出する こ

と 。 た だし 、 修正履歴等があ る 場合は特記する こ と 。  

( 2)  伝票（ 写し ） は、 毎日整理の う え 、 甲に提出する こ と 。  

( 3)  搬入出日報およ び月報を 印刷し 甲に提出する 。  

 

17 提出書類およ び提出時期 

 乙は以下の書類を そ れぞれ記載さ れた 時期に甲に 提出する こ と 。  

※各様式に つい て は、 契約締結後、 協議し て 決定する 。 ま た 、 車両重量計量シ ス テ ム

改修に よ り 各様式の変更を 伴う 場合、 乙は甲の指示に従う こ と 。  

１  業務計画（ 警備計画書含む）  契約締結後速やかに  

２  業務責任者選任届 契約締結後速やかに  

３  業務従事者名簿 契約締結後速やかに  

４  緊急連絡網 契約締結後速やかに  

５  業務継続計画 契約締結後速やかに  

６  安全衛生年間計画 契約締結後速やかに  

７  警備業法に基づく 標識の写し  契約締結後速やかに  

８  一号警備業務に 係る 教育指導責任者 資格証の 写し  契約締結後速やかに  

９  乙と 教育指導責任者の 雇用関係が 分か る も のの 写し  契約締結後速やかに  

10 業務日報 毎日業務終了後 

11 手数料徴収収納日報（ 日計表）  毎日業務終了後 

12 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済日計表（ 決済端末から 印刷）  毎日業務終了後 

13 伝票（ 写し ）（ 車両重量計量シ ス テ ム から 印刷）  毎日業務終了後 

14 搬入出日報（ 車両重量計量シ ス テ ム か ら 印刷）  毎日業務終了後 

15 プラ ッ ト ホ ーム の状況点検結果 週に 1 回以上業務終了後 

16 搬入出月報（ 車両重量計量シ ス テ ム か ら 印刷）  

業務翌月５ 日以内 

業 務 履 行 最 終 月 に つ い て

は最終業務履行日ま で  

17 業務月報 

業務翌日５ 日以内 

業 務 履 行 最 終 月 に つ い て

は最終業務履行日ま で  

18 手数料徴収収納月報（ 月計表）  

業務翌月５ 日以内 

業 務 履 行 最 終 月 に つ い て

は最終業務履行日ま で  

19 計量データ 修正月報 業務翌月５ 日以内 



 

業 務 履 行 最 終 月 に つ い て

は最終業務履行日ま で  

20 情報セ キ ュ リ テ ィ 対策実施状況報告書 

業務翌月５ 日以内 

業 務 履 行 最 終 月 に つ い て

は最終業務履行日ま で  

21 そ の他甲の指示する も の 適宜 

 

18 契約保証金 

 契約保証金の額は、 委託契約約款第３ 条第４ 項の 規定によ り 契約金額の 100 分の 10

以上の額と する 。 た だ し 、 神戸市債ま た は国債の 提供を も っ て 契約保証金に 代え る こ

と がで き る 。 ま た 、 契約金額の 100 分の 10 以上に 相当する 金額に ついて 履行保証保険

契約を 締結し た 場合、 契約保証金の納付は免除する 。  

 

19 履行確認 

 甲は、 業務日報およ び月報等の 書類に 基づい て 、 本業務の 履行確認を おこ な う 。 そ

の結果、 改善が必要と 判断し た 場合、 乙はそ の指示に従う こ と 。  

 

20 検査 

 業務日報およ び業務月報等の提出を も っ て 検査する 。  

 

21 接遇・ 服装等 

 乙は日本語に よ る 業務遂行がで き 、 公務の一端を 担う 立場と し て 搬入者等に 対し 親

切、 明朗、 公平に対応する と と も に、 丁寧な 接遇およ び説明を おこ な う こ と 。  

 警備業法にて 定めら れた 服装に 加え て 、 胸に 名札を 着用し 、 プ ラ ッ ト ホ ーム では安

全のた めヘルメ ッ ト と 安全靴を 着用する こ と 。  

 

22 安全管理 

( 1)  乙は本業務の履行にあ た っ て 、労働基準法、警備業法、労働安全衛生法等関係法令、

各ク リ ーセ ン タ ーの 計量委託業務安全作業の 手引き 等を 遵守し 、 労働災害が発生

し な い よ う 適切な 措置を 講じ る こ と 。乙は労働安全衛生規則（ 昭和四十七年労働省

令第三十二号） 第二十一条およ び第二十二条の安全衛生年間計画を 作成し 、甲に提

出のう え 、 計画の 実施、 評価およ び改善に努める こ と 。 安全教育を 徹底し 、 計画に

従いすべて の従業員に 講習を 行い、そ の結果を 甲へ報告し 、教育し た 記録を 保存し

て おく こ と 。各種感染症対策について は神戸市環境局の 基準に従い、必要に応じ て

対策を 講じ る こ と 。  

( 2)  業務責任者は各ク リ ーン セ ン タ ーに て 概ね１ か 月に １ 回、 甲が 開催する 連絡会に

出席し 、 履行状況そ の 他必要事項を 報告する と と も に 各ク リ ーン セ ン タ ーにて 甲

が実施する 安全衛生およ び作業等について の 連絡調整を おこ な う こ と 。  

( 3)  ク リ ーン セ ン タ ーに おい て 業務に関係の な い 日時およ び場所への 立ち 入り を 禁止

する 。  

 

23 火災の 防止 

 業務責任者は、 施設の 火災防止のた め 、 火気の 正確な 取扱い およ び後始末を 徹底す

る こ と 。  

 



 

24 盗難の 防止 

 業務責任者は、 履行場所に おけ る 設備機器、 備品等の 盗難およ び施錠確認等につい

て 、 十分注意し 、 万全の 対策を 取る こ と 。 ま た 、 そ れに 要する 費用は、 すべて 乙の 負

担と する 。  

 

25 費用負担 

 乙が 負担する も のは主に次の通り と する 。  

( 1)  乙の雇用に 係る 一切の 経費  

( 2)  業務上使用する 車両等の維持管理に係る 一切の経費 

( 3)  計量業務に て 使用する フ ァ ク シ ミ リ 、 伝票用紙（ キ ャ ッ シ ュ レ ス 端末分も 含む）、

プリ ン タ ーイ ン ク 、 領収印等消耗品の 一切の 経費 

( 4)  本委託業務に係る 事務作業等に使用する パソ コ ン 、プリ ン タ ー、イ ン タ ーネ ッ ト 通

信環境構築等に 係る 一切の経費 

( 5)  業務上必要な 事務用品およ び保護具等一切の 経費 

( 6)  日常清掃等に係る 一切の経費（ 清掃用具等の う ち 、 甲の 指定する も のを 除く ）  

( 7)  計量棟およ びピ ッ ト 前監視室の管理に 係る 消耗品等一切の経費 

( 8)  フ ェ イ ス シ ールド 、 マ ス ク およ び手袋等感染症対策に必要な 消耗品等一切の経費 

( 9)  乙の 人員が 業務に 従事する う え で 必要な 資格およ び技能の 習得に 係る 講習・ 特別

教育等に要する 一切の 費用 

( 10)  そ の他仕様書に記載する 乙の 業務に係る 一切の経費 

( 11)  そ の他業務上必要な 一切の経費 

 

26 協力義務 

次の事項に ついて も 本契約に 含むも の と し 、 乙は甲に協力する こ と 。  

( 1)  乙は、 甲が 搬入ご みの 展開調査（ 点検指導） や組成調査な ど の 業務を おこ な う と き

は、 こ れに 協力する こ と 。  

( 2)  甲におけ る 他部局（ 水道局な ど ） 所管の 作業車両について 、 ク リ ーン セ ン タ ーの車

両重量計量シ ス テ ム を 利用し た 自重計量を 求め ら れる こ と が あ る た め、 こ れに 協

力する こ と 。  

( 3)  自己搬入ご みに ついて 、 稀に 徒歩、 自転車、 自動二輪な ど によ る 持ち 込みがあ る 。

状況に も よ る が 、 こ の 場合、 ク リ ーン セ ン タ ー保有の車両に 積み替え 、 搬入さ せる

こ と が あ る た め 、 こ れに協力する こ と 。  

( 4)  乙は手数料の 徴収収納事務に 関し 本市よ り 報告要求・ 検査を 求め る こ と が あ る た

め、 こ れに 対応する こ と 。  

( 5)  設備点検等で 乙の立ち 合いが 必要な 場合について 、 こ れに対応する こ と 。  

 

27 秘密の 保持・ 法令遵守 

 業務上知り 得た 秘密を 他に 漏ら し て はな ら な い 。 契約の解除・ 終了後も 同様と し 、

併せて 、 個人情報保護法等関係法令を 遵守する こ と 。  

 

28 業務の 引継等 

( 1)  乙は、甲が必要と 認め る 期間において 、当該業務に 従事し て い る 業者よ り 業務内容

の引継を 受け 、 業務開始日ま で に 本業務の 遂行に支障を き た すこ と のな い よ う に

し な け ればな ら な い。  

( 2)  乙は、 業務期間の 終了ま た は契約の解除によ り 、 本業務が終了する 場合は、 本業務



 

終了前ま で に、 甲およ び次期受託者等に対し 、 本業務を 実施する 上で 必要な 情報・

データ 等を 無償で提供する と と も に、業務引継書を 作成し 、次期業務が 円滑に 遂行

でき る よ う に引継ぎ を おこ な う こ と 。ま た 、甲立会いのも と に次期受託者等に対し

て 研修を 実施する こ と 。  

( 3)  乙は、 ( 2) に規定する 引継ぎ およ び研修の内容およ び日程について 、 甲およ び次期

受託者等と 調整する こ と 。本業務に係る 次期受託者等の 決定後は、業務の引継ぎ を

おこ な う こ と 。 た だし 、 受託者が次期受託者で あ る 場合は必要と し な い。 な お、 こ

れら に 要する 費用はすべて 乙の負担と する 。  

 

29 環境負荷の 低減およ び住民への配慮 

 乙は本業務の履行に おいて は、環境負荷の 低減およ び経費の節約に努める と と も に、

地域住民の 生活環境に 十分に 配慮する こ と 。  

( 1)  電力・ 給水・ 給湯の節約に努める こ と 。 た だ し 、 計量端末保護のた め、 計量棟のエ

ア コ ン は、 原則 24 時間運転と する 。  

( 2)  騒音・ 振動・ 悪臭・ 交通公害の発生防止に積極的に 努め る こ と 。  

 

30 創意工夫 

 端末操作・ 保守管理等のデータ を 蓄積し 、そ のデータ を 基に技術能力の向上に努め、

ま た 、 創意工夫を 心が け 、 業務の 効率化を 図る こ と 。 な お、 効率化の 内容が 施設の 改

造に及ぶ場合には、 甲と 協議する こ と と する 。  

 

31 BCP（ 業務継続計画）  

( 1)  乙は、 風水害・ 地震な ど の災害、 感染症な ど 公衆衛生に 関わる 緊急事態およ びス ト

ラ イ キ 等が あ っ た 場合でも 、 業務を 継続し 、 ま た 甲の特別な 要請に 対し て 、 業務従

事者を 臨時招集で き る 体制を 確保し な け ればな ら ず、 こ れら の リ ス ク に 対し て 対

応手順な ど を 定めた「 BCP（ 業務継続計画）」 を 策定し 、 甲に 提出する こ と 。 な お、

こ れら の実際の 対応に ついて は、状況に応じ て 、甲は乙と の協議に 応じ る も の と す

る 。  

( 2)  乙は、 危機管理体制の 構築の た め 、「 緊急連絡網」 を 作成し 、 甲に 提出する こ と 。

ま た 、 緊急時には「 緊急連絡網」 に則り 、 甲含め関係各所に連絡を と る 等、 対応す

る こ と 。  

 

32 情報セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー等の遵守 

 乙は神戸市情報セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ーを 遵守する こ と 。  

詳細に つい て は、 神戸市企画調整局の Web ページ 記載の「 神戸市情報セ キ ュ リ テ ィ 基

本方針」、「 神戸市情報セ キ ュ リ テ ィ 対策基準」、「 情報セ キ ュ リ テ ィ 遵守特記事項」 を

確認する こ と 。  

ht t ps : //www. ci t y. kobe. l g. j p/a06814/shi s e/j or e/youkou/0400/pol i cy. ht ml   

 

33 契約の 解除 

 甲は、 乙が 委託契約約款第 26 条に定め る いずれかの項目に該当する ほか、 以下の項

目のい ずれかに該当する 場合、 契約を 解除する こ と がで き る も のと する 。  

( 1)  不正計量（ 実態と 異な る ご みの搬入、 ス ケ ール台から の車両脱輪、 特別の理由な く

未計量で の 通過な ど 。） を 行っ た と き 。 ま た 、 第三者の 不正計量に 加担し た と き 。 

( 2)  本業務に関し て 第三者と 金品の授受を 行っ た と き 。  

https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html


 

( 3)  そ の他、 乙が仕様書に 定めた 条項に違反し た と き 。  

 

34 そ の他 

( 1)  本契約に 係る 令和７ 年度神戸市一般会計予算が 成立し な い 場合はこ の入札に 基づ

く 契約は締結し な いこ と があ る 。  

( 2)  本業務にあ た っ て は、仕様書の他、条例、規則、そ の他関係法令等を 遵守する こ と 。  

( 3)  本業務期間中は一号警備業務の認定を 維持し 続け る こ と 。  

 

 

 



港島ク リ ーン セ ン タ ー計量等業務特記仕様書 

 

1 目的 

 本仕様書は、 港島ク リ ーン セ ン タ ーに 係る 特記事項を 定める も の で あ る 。 以下、 神戸

市を 「 甲」 と い い 、 受託者を 「 乙」 と い う 。  

 

2 業務種別 

( 1)  計量業務 

 計量業務と は、 下記搬入出車両の 重量計量およ び市民等か ら 直接搬入さ れる ご み

（ 以下「 自己搬入ご み」 と い う 。） に 対する 廃棄物処理手数料（ 同「 手数料」 と い

う 。） 徴収、 な ら びに そ の 付帯業務を い う 。 な お、 こ の 業務に 従事する 従事者を

「 計量員」 と いう 。  

①  環境局直営車両（ 以下「 直営車両」 と い う 。）  

②  ご み収集業務委託車両（ 同「 委託車両」 と い う 。）  

③  一般廃棄物運搬許可業者車両（ 同「 許可業者」 と い う 。）  

④  自己搬入ご み車両（ 同「 自己搬入車両」 と い う 。）  

⑤  ご み中継車両（ 同「 中継車両」 と い う 。）  

( 2)  ピ ッ ト 前誘導警備業務 

 ピ ッ ト 前誘導警備業務と は、 プ ラ ッ ト ホ ーム に おけ る 誘導・ 監視等、 およ びそ の

付帯業務を い う 。 な お、 こ の 業務に 従事する 従事者を 「 ピ ッ ト 前作業員」 と い う 。  

 

3 業務履行場所 

 神戸市中央区港島９ 丁目 12 番１ 号 

 神戸市環境局港島ク リ ーン セ ン タ ー内 指定場所 

 

4 業務期間 

 契約締結日の 翌日か ら 令和 10 年３ 月 31 日ま で  

 

5 現地業務期間 

 自： 令和７ 年４ 月１ 日 

 至： 令和 10 年３ 月 31 日 

 

6 業務履行日 

( 1)  業務履行日 

①  業務履行日は、 毎週月曜日か ら 土曜日（ 祝日含む） ま で の ６ 日間を 原則と す

る 。  

②  業務時間は、 午前７ 時 15 分から 午後４ 時 15 分ま で を 原則と する が 、 事故や災

害等、 不測の 事態に よ り 業務時間を 変更する 場合に は対応する こ と 。  

③  計量業務の 受付時間は原則と し て 「 搬入受付時間」 の 通り と する 。  

 

7 支払方法 

( 1)  請負金額は令和７ 年４ 月以降毎月支払う も の と し 、 月当た り の 金額は、 請負金額の

36 分の 1 に 相当する 額と する 。 た だ し 、 端数が 生じ た 場合は、 支払最終月の 金額

で 調整する 。  

( 2)  毎月の 検査合格後、 適法な 請求書を 受理し た 日か ら 30 日以内に 支払う も の と す



る 。  

 

8 搬入受付時間 

搬入受付時間は次の 通り と する 。  

 種 別（ 搬入者）  搬 入 受 付 時 間 

平 日 

自己搬入ご み 

（ 可燃）  

10 時 00 分～12 時 00 分 

13 時 00 分～15 時 30 分 

７ 時 30～15 時 30 分 

自己搬入ご み 

（ 木質）  

９ 時 00 分～12 時 00 分 

13 時 00 分～15 時 00 分 

許可業者（ 木質）  ８ 時 30 分～15 時 00 分 

環境局直営車両 

ご み収集業務 

委託車両 

ご み中継車両 

残滓運搬車両 

８ 時 00 分～15 時 00 分 

許可業者（ 可燃）  ７ 時 30 分～15 時 30 分 

祝 日 

環境局直営車両 

ご み収集業務 

委託車両 

ご み中継車両 

残滓運搬車両 

８ 時 00 分～15 時 00 分 
７ 時 30 分～15 時 30 分 

許可業者（ 可燃）  ７ 時 30 分～15 時 30 分 

土 曜 許可業者（ 可燃）  ７ 時 30 分～15 時 30 分 ７ 時 30 分～15 時 30 分 

日 曜 閉       鎖 

 上記に か か わら ず、 甲が 必要と 認め る も の は、 事前に 連絡し て 搬入受付を する も の と す

る 。  

 な お、 業務期間中に 搬入受付時間が 変更に な っ た 場合は、 双方協議の 上、 甲の 指示に 従

う も の と する 。  

（ 年末年始）  

 年末年始期間は 12 月 29 日か ら 1 月 3 日ま で で あ る が 、 12 月 29 日か ら 31 日ま で は

年末特別作業と し て 、 自己搬入ご み以外の ご みの 搬入出を おこ な う た め 、 対応する こ

と 。（ 例年、 12 月 29・ 30 日は 16 時ま で 、 31 日は 21 時ま で 搬入時間を 延長し て いる ）

な お、 年始は 1 月 1・ 2 日に おい て は搬入出を おこ な わ な いが 、 1 月 3 日は 7 時 30 分～

12 時に 搬入作業を 行う の で 、 対応する こ と 。  

 上記い ずれの場合も 本契約に 含むも の と し 、 そ の 他変更等が あ る 場合はそ の 都度協

議する 。  

 

（ 東ク リ ーン セ ン タ ー全炉停止時）  

 2 月から 3 月の 間に 実施予定の 東ク リ ーン セ ン タ ーの 全炉停止期間（ 約 2 週間） 中の

日曜日（ 計 2 回） に ついて は港島ク リ ーン セ ン タ ーで 搬入を 受け 付け て おり 、 例年 12

時ま で 搬入出を おこ な っ て い る の で 、 こ れも 本契約に 含むも の と し 、 対応する こ と 。

詳細に つい て は、 都度協議の う え 決定する 。  



 

9 業務内容 

( 1)  共通 

 乙は、 別添「 港島ク リ ーン セ ン タ ー計量委託業務安全作業の 手引き 」 で 対応が 困

難な ト ラ ブ ルがあ っ た 場合は、 車両の 進入を 停止さ せる と と も に 本市職員へ直ち に

連絡する こ と 。  

 

( 2)  計量業務（ 往復計量： 往路は搬入者の 操作に よ る 計量）  

【 往路】  

①  搬入者が 計量等に 設置さ れた 搬入者操作盤を 操作し 、 計量を 行う 。 そ の 際、 ト

ラ ブ ル発生時の 対応およ び不正計量等（ 実態と 異な る ご みの 搬入、 ス ケ ール台

から の 車両脱輪、 特別の理由な く 未計量で の 通過な ど ） の 無い よ う 、 搬入車両

の監視を 行う こ と 。  

②  ピ ッ ト 前の 滞留者に よ る 混雑が起こ ら な い よ う 、 車両の 進入の 制限を する な ど

調整を 行う こ と 。  

③  地震、 停電、 火災、 ピ ッ ト 転落事故およ び車両事故等緊急事態の 発生に よ り 、

ピ ッ ト 前作業員よ り 、 車両の 進入を 停止する よ う 連絡を 受け た 際は、 速やかに

往路側の 車両の 進入を 停止さ せる こ と 。 ま た 、 停止さ せた 車列が 構外に はみ出

る 恐れが あ る と き は構内で 車両を 誘導し 、 構外ま で 車列が 渋滞し な い よ う 努め

る こ と 。  

 

【 復路】  

①  搬入者が 搬入者操作盤を 操作し 計量する ほ か 、 乙に よ る 計量データ 処理装置の

操作に よ り 、 ご み投棄後の 計量を 行う こ と 。  

②  自己搬入ご みに つい て は、 往復計量に よ り 算出さ れた 重量に 応じ た 手数料を 徴

収し 、 伝票を 発行する と と も に控え を 管理する こ と 。  

 な お、 手書き の 伝票の発行が必要と な る 場合は、 領収印を 押印し た 伝票を 発

行する こ と 。 ま た 、 搬入者が 求め る 場合に 限り 、 受託者名およ び適格請求書発

行事業者登録番号（ 以下「 登録番号」）、 取引年月日、 取引内容、 税込額およ び

適用税率を 記載し た 伝票を 発行し 、 そ の 控え を 保管する こ と 。 領収印の 様式は

下記様式例を 参考と し 、 事前に甲の 確認を 取る こ と 。  

 

 

        図： 領収印（ 様式例）  

 

③  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済時にはキ ャ ッ シ ュ レ ス 決済端末を 操作し 、 重量に 応じ た 手

数料を 徴収する と と も にキ ャ ッ シ ュ レ ス 決済端末よ り 発行さ れる 明細と 計量シ



ス テ ム の 伝票を 搬入者へ手渡すこ と 。 キ ャ ッ シ ュ レ ス 端末およ び計量シ ス テ ム

よ り 出る 控え はホ チキ ス 等で 1 つに ま と め て 管理する こ と 。  

④  ご み収集業務委託車両、 ご み中継車両、 許可業者およ び残滓運搬車両に ついて

は搬入者操作盤よ り 発行さ れる 伝票が 取得さ れた こ と を 確認する こ と 。  

⑤  環境局直営車両に つい て は、 計量する 際に 、 車両運転者か ら 業務指示書兼報告

書を 手渡し さ れる の で 、 専用のタ イ ム レ コ ーダ ーで 搬入時刻を 打刻し 、 車両運

転手に 返却する こ と 。  

 

【 そ の 他】  

①  手数料徴収収納日報等を 作成し 、 報告する こ と 。  

②  搬入車両登録データ が 本市職員よ り 随時更新さ れる た め 、 適宜計量端末に て 確

認する こ と 。  

③  計量棟およ びそ の 周辺（ 足ふき マ ッ ト およ び空調フ ィ ルタ 清掃含む） の 整理、

清掃等環境整備を 行う こ と 。  

④  計量棟の 解錠およ び施錠を 行う こ と 。  

⑤  計量端末の 取り 扱い 方法に ついて は、 契約締結後に 提示する 。  

⑥  自己搬入に つい て は、 受付終了時刻に 受付（ 管理棟事務所） に 計量業務を 終了

し て 良い か 確認する こ と 。 そ の際に 受付か ら 自己搬入車が あ る 旨回答が あ っ た

場合は当該車両の 計量を 行う こ と 。  

⑦  詳細な 作業手順に つい て は別添「 港島ク リ ーン セ ン タ ー計量委託業務安全作業

の手引き 」 で 確認する こ と 。 な お詳細な 手順は契約後甲よ り 通知する 。  

⑧  乙は、 特別な 理由な く 搬入出車両が ス ケ ール台を 通過せずに 計量を 通り 抜け る

こ と が 無い よ う 、 ス ケ ール台外側の 通路か ら 搬入車路に 進入で き な い よ う 、 適

宜開閉可能な バリ ケ ード 等を 設置する こ と 。 ま た 、 必要時に はそ の 開閉を 行う

こ と 。  

⑨  計量棟外の 端末の 伝票用紙の 交換に つい て は、 搬入時間外に 交換する な ど 安全

に配慮し た う え で 行う こ と 。 万一、 搬入時間内に 対応する 必要性が 生じ た 場合

は、 バリ ケ ード 等で 車両の 進入を 制限し た う え で 行う こ と 。  

⑩  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済サ ービ ス 更新等に よ り 取り 扱い が 変更さ れる 場合、 甲よ り

取扱い に 関する 資料を 提供する の で 対応する こ と 。 な お、 人員数の 変更を 要し

な い 場合は契約変更の 対象と し な い 。  

 

( 3)  ピ ッ ト 前誘導警備業務 

①  プラ ッ ト ホ ーム に おい て 搬入状況を 監視する こ と 。  

②  プラ ッ ト ホ ーム で 車両の渋滞・ 事故等の 発生が 無い よ う プ ラ ッ ト ホ ーム に 出入

り する 車両を 滞り な く 誘導する こ と 。 特に 自己搬入車両に つい て はプ ラ ッ ト ホ

ーム を 横断する た め 所定の 場所ま で 安全に 誘導する こ と 。  

③  プ ラ ッ ト ホ ーム に 進入する 車両と 退出し よ う と する 車両が 交錯する 恐れが あ る

と き に つい て は、 進入車両を 止め 、 退出車両を 優先する よ う 誘導する こ と 。  

④  ダ ン プ 機能の な い 車両によ る 自己搬入ご みはダ ン ピ ン グ ボ ッ ク ス に ご みを 下す

よ う 指示する こ と 。 下し た 後、 安全を 確認し 、 ダ ン ピ ン グ ボ ッ ク ス を 動作さ

せ、 ご みピ ッ ト へ投入する こ と 。  

⑤  可燃ご みピ ッ ト 投入扉の使用制限が 必要な 場合に は、 甲の 指示に 従い 必要な 対

応を と る こ と 。  

⑥  搬入不適物（ 産業廃棄物・ 搬入を 認め な い ご み種・ 受入基準に 適合し な い 可燃

ご み） を 目視等で 確認し た 場合は、 搬入を 停止さ せ、 甲に 連絡を する こ と 。  



⑦  プラ ッ ト ホ ーム およ びス ロ ープ等搬入路上に 搬入出車か ら こ ぼれ落ち た ご み

は、 適宜、 清掃を 行う こ と 。  

⑧  プラ ッ ト ホ ーム の 床はご み汁等で すべり 転倒し やすく な る た め 、 清掃を 行いプ

ラ ッ ト ホ ーム で の 転倒を 防止する こ と 。  

⑨  ピ ッ ト 転落が あ っ た 場合は、 緊急車両の 進入経路確保の た め 、 プ ラ ッ ト ホ ーム

の車両を 誘導し プ ラ ッ ト ホ ーム か ら 退出さ せる こ と 。  

⑩  プラ ッ ト ホ ーム の 混雑状況に よ り 、 搬入作業に 支障を き た す場合は、 計量員と

連携し 、 プ ラ ッ ト ホ ーム への 車両の 進入制限を か け る な ど 対応する こ と 。 ま

た 、 自己搬入車両の 進入制限が必要で 、 受付待機を 余儀な く する と き は管理棟

事務所に 連絡する こ と 。  

⑪  そ の 他、 緊急時に おい て は甲の活動に 協力する こ と 、 甲が 緊急対応訓練を 実施

する 場合、 参加する こ と 。  

⑫  プラ ッ ト ホ ーム （ 中継台含む） は、 搬入出業務終了後清掃を 行う こ と 。 ま た 、

清掃後は安全を 確認し 、 戸締り を し て 退場する こ と 。  

⑬  ピ ッ ト 前監視室およ びそ の 周辺（ 足拭き マ ッ ト およ び空調フ ィ ルタ 含む） の整

理、 清掃等を おこ な う こ と 。  

⑭  詳細な 作業手順に つい て は別添する 「 港島ク リ ーン セ ン タ ー計量委託業務安全

作業の 手引き 」 に て 確認する こ と 。  

⑮  プラ ッ ト ホ ーム 業務に 従事する 者は、 業務開始日ま で に 安全衛生特別教育規程

第 24 条に 基づく 教育（ フ ルハーネ ス 型墜落制止用器具取扱特別教育） を 修了

し て い る 者と する こ と 。 ま た 、 そ れを 証する 書類を 本市に 提示する こ と 。  

 

7 参考 

( 1)  年間搬入出車数およ び搬入量（ 実績）  

（ 搬入）  

 令和４ 年度  令和５ 年度  

 車数  搬入量  車数  搬入量  

直営車両（ 可燃）  27 , 627 車  28 , 564  t  27 , 002 車  27 , 273  t  

直営車両（ 資源）  2 , 6 07 車  1 , 0 34  t  2 , 4 79 車  943  t  

許可業者（ 可燃）  18 , 834 車  38 , 056  t  19 , 488 車  39 , 172  t  

許可業者（ 木質）  319 車  316  t  354 車  319  t  

ご み中継車両  11 , 932 車  73 , 220  t  11 , 388 車  69 , 670  t  

自己搬入ご み  

（ 可燃）  
5 , 1 40 車  1 , 9 44  t  4 , 8 29 車  1 , 9 09  t  

自己搬入ご み  

（ 木質）  
2 , 3 73 車  670  t  2 , 0 80 車  705  t  

 

（ 搬出）  

 令和４ 年度  令和５ 年度  

 車数  搬出量  車数  搬出量  

ご み中継車両  467 車  1 , 0 21  t  506 車  920  t  



残滓搬出車両  1 , 836 車  14 , 944  t  1 , 6 90 車  13 , 995  t  

 

( 2)  持ち 込め る ご み（ 受入基準）  

（ 燃え る ご み）  

①  燃え る も の で か さ の 小さ い も の（ 一辺が 50 ㎝以下のも の ）。  

②  剪定枝葉は概ね長さ 50 ㎝以下、 直径５ ㎝以下で あ る こ と 。  

③  事業系ご みに つい て は、 事前に承認を 受け た も の を 除き 、 神戸市指定袋に 収納

さ れて い る こ と 。  

④  いずれも 産業廃棄物で な い こ と 。  

（ 木質ご み）  

①  長さ は、 50 ㎝を 超え 、 3. 6 m以下で あ る こ と 。  

②  幅は、 概ね 1. 5m以下で あ る こ と 。  

③  厚さ は、 木製品は概ね 10 ㎝以下、 ベニ ヤ 板は概ね 2. 5 ㎝以下で あ る こ と 。  

④  丸太な ど は、 そ の 直径が枯れた も の は概ね 25 ㎝以下、 生木は概ね 15ｃ ｍ 以下

で あ る こ と 。  

⑤  いずれも 産業廃棄物で な い こ と 。  

 

( 3)  図面 

別紙１ ： 搬入出経路図 

別紙２ ： 参考図面（ 計量棟１ ・ ２ 階、 工場棟３ 階）  

別紙３ ： 港島ク リ ーン セ ン タ ー計量委託業務安全作業の 手引き  

参考１ ： 計量データ 修正月報 
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神戸市環境局 
令和５ 年10月１ 日 改定 

 

  



目次 
 

第１ 章 作業前の準備  

 （ １ ） 作業服等の着用・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   １  

 （ ２ ） 保護具の着用・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   １  

（ ３ ） 墜落制止用器具の着用・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   １  

 （ ４ ） ミ ーティ ン グ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２  

 （ ５ ） 準備運動・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２  

  

第２ 章 計量業務  

 （ １ ） 事前作業・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ３  

 （ ２ ） 搬入搬出の共通項目・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ４  

 （ ３ -a） 直営車の搬入搬出・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ５  

 （ ４ -a） 許可業者及びごみ収集業務委託車両の搬入搬出・ ・ ・ ・   ６  

（ ５ -a） 自己搬入ご みのう ち事業系指定袋の搬入搬出 

   （ 黄色の申請書の場合） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ７  

（ ６ -a） 自己搬入ご みのう ち事業系指定袋以外の搬入搬出 

     （ 白色の申請書の場合） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ８  

 （ ７ -a） 中継車およ び残滓運搬車両の搬入搬出・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ９  

 （ ３ -b） ～（ ７ -b） ※改修後計量シス テム不具合時・ ・ ・ ・ ・ １ ０ ～１ ４  

 （ ８ ） 終了作業・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   １ ５  

 （ ９ ） その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   １ ５  

  

第３ 章 ピ ッ ト 前作業  

 （ １ ） 事前作業・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   １ ６  

 （ ２ ） ピ ッ ト 前作業共通項目・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   １ ７  

 （ ３ ） ピ ッ ト 前清掃・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   １ ８  

 （ ４ ） 車両誘導・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２ ０  

 （ ５ ） 搬入監視・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２ １  

（ ６ ） 終了作業・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２ ２  

 

第４ 章 緊急時の作業  

 （ １ ） ピ ッ ト 転落者救出作業手順 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２ ３  

 （ ２ ） 火災発生時の対応手順・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・    ２ ４  

 （ ３ ） その他の緊急時の作業手順 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２ ４  

  

資料１  ク リ ーンセン タ ーピ ッ ト 前清掃作業標準・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２ ５  

資料２  ピ ッ ト 転落者救出作業手順 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・    ２ ６  

資料３  火災発生時の対応手順・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   ２ ７  
  



1 

 

第１ 章 業務前の準備 
 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ １ ） 作業服等の着用 

①作業服は自社で定めら れたも のを

身につける こ と 。  

 

（ ２ ） 保護具の着用 

①ピ ッ ト 前業務では以下の保護具を

必ず身につける こ と 。  

    ◆保護具の種類 

    ヘルメ ッ ト  

    安全靴又は長靴     

 

（ ３ ） フ ルハーネス 型墜落制止用器具

の着用 

 ①投入扉が開の状態で、 やむを 得ず

投入扉から ２ ｍ の白線（ ま たは黄

色線） 内で作業を する と き は、 投

入扉を 閉めた 状態でフ ルハーネス

型墜落制止用器具を 着用し 、 投入

扉前に設置し てあ る 金具等にフ ル

ハーネス 型墜落制止用器具を 取り

付けた後、 作業を行う こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●作業服は作業がし やすい、 汚れやケ

ガから 身を 守る ために着用する も の

であ る 。 き ちんと 正し く 着用する こ

と 。  

 

 

●保護具は目的に即し 、 正し く 用いる

こ と によ り 効果が期待でき る も ので

ある 。  

  その必要性について十分理解し 、 多

少作業性に支障のあ る 場合があ っ て

も 、 面倒がら ず、 それぞれの作業に

応じ た 保護具を 正し く 着用する こ

と 。  

●保護具は作業者の命綱であ る 。 使用

前、 使用後、 日常の点検を 適切に行

う こ と 。  

 

●フ ルハーネス 型墜落制止用器具を 使

用する 従業員は必ず安全衛生特別教

育規程第24条に 基づく 教育（ フ ル

ハーネス 型墜落制止用器具取扱特別

教育） を 事前に受講する こ と  
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作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ４ ） ミ ーティ ング 

①作業指示や注意事項が出ていない

か確認する こ と 。  

 

（ ５ ） 準備運動 

①作業前に準備運動を行う こ と 。  

 

（ ６ ） 設備不具合時 

①投入扉が閉ら ない等設備に不具合

があ っ た時は、 管理棟事務所に連

絡する こ と 。  

 

●安全作業のため打合せは念入り に行

う こ と 。  

 

 

●準備運動は眠っ ている 身体や神経の

働き を 高め、 安全に軽やかに動かす

こ と ができ る よ う 行う も のである 。  

  業務開始前に行う こ と 。  
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第２ 章 計量業務 
（ １ ） 事前作業 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ １ ） 事前作業 

①計量器の 電源Ｏ Ｎ を 確認する こ

と 。  

②計量パソ コ ン 及び集計パソ コ ン モ

ニタ ーの電源をＯ Ｎ にする こ と 。  

③搬入出の 信号ラ ン プ を 「 手動の

赤」 か ら 「 自動」 に 切替え る こ

と 。  

④タ イ ム レ コ ーダーの電源を Ｏ Ｎ に

する こ と 。  

⑤そ の 日の つり 銭の 用意を する こ

と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計量器は、 毎朝０ ｋ ｇ と なっ ている

か確認する こ と 。  

●機械が 正常に 作動する か 確認の こ

と 。  
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（ ２ ） 搬入搬出の共通項目 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ２ ） 搬入搬出の共通項目 

＜往路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た搬入車の

計量を 行う こ と 。  

    

＜復路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た搬出車の

計量を 行う こ と 。  

②伝票を 印字する ロ ール紙等の消耗

品が切れた 場合は速やかに補充す

る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  

●搬入、 搬出と も に運転手の操作が正

し く 行われている か、 登録情報や搬

入申請書の情報と カ ード 番号や車番

に齟齬がないかを 確認する こ と 。  

操作ミ ス や情報に齟齬があ っ た 場合

は、 必要に応じ て搬入者に確認し た

う え で、 計量パソ コ ン を 操作し 適宜

訂正処理を行う こ と 。  

●作業手順不良やピ ッ ト 前の状況に応

じ て車両を 静止さ せる 必要があ る 場

合は、 ゲート バーを 手動操作し て閉

じ 、 搬入者に状況を伝える こ と 。  
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（ ３ -a） 直営車の搬入搬出（ 通常時）  

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ３ ） 直営車の搬入搬出 

＜往路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た収集車の

運転手がバッ チカ ード を 搬入者操

作盤のカード リ ーダーにかざす。  

※ご み種別が複数あ る 施設は、 収集

車がごみ種別を選択する 。  

②計量完了後ゲート バーが開く 。  

 

＜復路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た収集車か

ら 業務指示書兼報告書を 受け取る

こ と 。  

②ス ケ ール台に乗っ てき た収集車の

運転手がバッ チカ ード を 搬入者操

作盤のカード リ ーダーにかざす。  

③業務指示書兼報告書に タ イ ム レ

コ ーダーで搬入時刻を 打刻する こ

と 。  

④業務指示書兼報告書を 収集車に返

却する こ と 。  

⑤計量完了後ゲート バーが開く 。  

 
 

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



6 

 

（ ４ -a） 許可業者及びごみ収集業務委託車両の搬入搬出 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ４ ） 許可業者及びご み収集業務委託

車両の搬入搬出 

＜往路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た収集車の

運転手がバッ チカ ード を 搬入者操

作盤のカード リ ーダーにかざす。  

②計量完了後ゲート バーが開く 。  

    

＜復路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た収集車の

運転手がバッ チカ ード を 搬入者操

作盤のカード リ ーダーにかざす。  

② 計量完了後ゲート バーが開く 。  

③ 収集車が搬入者操作盤よ り 発行さ

れる 伝票を 取得し たこ と を 確認す

る 。  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気を つける こ と 。  
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（ ５ -a） 自己搬入ごみのう ち事業系指定袋の搬入搬出（ 黄色の申請書の場合）  

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ５ ） 自己搬入ご みのう ち事業系指定

袋の搬入搬出 

（ 黄色の申請書の場合）  

＜往路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た車両の搬

入者が黄色のバッ チカード を 搬入

者操作盤のカード リ ーダーにかざ

す。  

② 申請書を 受け取り 、 記載内容を 確

認し て搬入者に渡すこ と 。  

③ 計量完了後ゲート バーが開く 。  

 

＜復路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た車両の搬

入者から 黄色のバッ チカ ード を 受

け取り 、 カード リ ーダーにかざす

こ と 。  

②伝票を 搬入者に渡すこ と 。  

 

※申請書は、 搬入処理後ま たは搬出

処理後に搬入者に渡すこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  

●バッ チカ ード は事務所で通し 番号順

に配布さ れる 。 復路で確実に回収を

行い、 番号順に並べて毎日事務所に

返却する こ と 。  
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（ ６ -a） 自己搬入ごみのう ち事業系指定袋以外の搬入搬出 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ６ ） 自己搬入ご みのう ち事業系指定

袋以外の搬入搬出 

（ 白色の申請書の場合）  

＜往路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た車両の搬

入者が白色のバッ チカード を 搬入

者操作盤のカード リ ーダーにかざ

す。  

② 申請書を 受け取り 、 記載内容を 確

認し て搬入者に渡すこ と 。  

③ 計量完了後ゲート バーが開く 。  

 

＜復路＞ 

①ス ケール台に乗っ てき た車両から 白

色のバッ チカード を 受け取り 、 カー

ド リ ーダーにかざすこ と 。  

② 重量に よ り 料金が 計算さ れる の

で、 搬入者にその金額を 伝え料金

を受け取る こ と 。  

③受け取っ た 金額を 入力し 、 おつり

があればおつり を 渡すこ と 。  

※キ ャ ッ シュ レ ス 決済の場合は別途

キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済端末を 操作

し 、 決済が確定し た 後に計量パソ

コ ンに決済額を入力する こ と 。  

④計量パソ コ ン で問題な ければ確定

さ せる こ と 。 （ Ｆ １ を 押す）  

⑤計量伝票（ 領収書） を 搬入者に渡

すこ と 。  

※キ ャ ッ シュ レ ス 決済の場合は計量

伝票と 併せて、 キ ャ ッ シュ レ ス 端

末から 出力さ れる キ ャ ッ シュ レ ス

利用明細を 渡す。  

な お、 伝票及びキ ャ ッ シ ュ レ ス 利

用明細の控え はホ ッ チキ ス 止めを

し て２ 枚纏めて管理する こ と 。  

 

※申請書は、 搬入処理後ま たは搬出

処理後に搬入者に渡すこ と 。  

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  

●確定（ Ｆ １ を 押す） を 忘れないよ う

にする こ と 。  

●バッ チカ ード は事務所で通し 番号順

に配布さ れる 。 復路で確実に回収を

行い、 番号順に並べて毎日事務所に

返却する こ と 。  

●搬入者から 支払われる 金額やおつり

を間違わないよ う 気を つける こ と 。  

●キ ャ ッ シュ レ ス 決済の場合、 決済金

額を 間違わないよ う に気を つけて端

末操作を行う こ と 。  

●キ ャ ッ シュ レ ス 端末の操作を 誤り 、

決済額を 間違え た場合は、 手元の現

金では返金せず、 マニュ ア ル通り に

端末操作を し 、 キ ャ ン セ ル処理を

行っ てから 、 再度正し い金額で決済

処理を 行う 事。  

※決済のキ ャ ン セル期限が過ぎた取引

の対処法については、 速やかに市事

務所に相談する こ と 。  

●伝票（ 領収書） が計量シス テム のト

ラ ブル等によ り 印字さ れない場合は

領収書に手書き で金額等を 記載し 、

領収印を 押印する こ と  
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（ ７ -a） 中継車およ び残滓運搬車両の搬入搬出 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ７ ） 中継車およ び残滓運搬車両の搬

入搬出 

＜往路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た中継車の

運転手がバッ チカ ード を 搬入者操

作盤のカード リ ーダーにかざす。  

※ご み種別が複数あ る 施設は、 残滓

運搬車両がごみ種別を 選択する 。  

②計量完了後ゲート バーが開く 。  

    

＜復路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た中継車の

運転手がバッ チカ ード を 搬入者操

作盤のカード リ ーダーにかざす。  

② 計量完了後ゲート バーが開く 。  

③ 中継車およ び残滓運搬車両が搬入

者操作盤よ り 発行さ れる 伝票を 取

得し たこ と を確認する 。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  
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※搬入車両重量計量シス テム の改修等によ り 設置し た操作盤及びゲート バー等が

使用不可と なっ た場合は第２ 章 計量業務（ ３ -a） ～（ ７ -a） の手順を 以下（ ３ -

b） ～（ ７ -b） のも のに読み替える も のと する 。  

（ ３ -b） 直営車の搬入搬出（ ※改修後計量シス テム不具合時）  

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ３ ） 直営車の搬入搬出 

＜往路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た収集車か

ら バッ チカード を 受け取る こ と 。  

②バッ チカ ード を カ ード リ ーダ ーに

かざすこ と 。  

※ご み種別が複数あ る 施設は、 ご み

種別を 確認し 、 計量パソ コ ン で選

択する こ と 。  

③計量パソ コ ン で問題な ければ確定

さ せる こ と 。 （ Ｆ ２ を 押す）  

④バッ チカ ード と 業務指示書兼報告

書を 収集車に返却する こ と 。  

 

 

＜復路＞ 

④ ス ケール台に乗っ てき た収集車か

ら バッ チカード を 受け取る こ と 。  

②バッ チカ ード を カ ード リ ーダ ーに

かざすこ と 。  

③計量パソ コ ン で問題な ければ受付

ける こ と 。  

④業務指示書兼報告書に タ イ ム レ

コ ーダーで搬入時刻を 打刻する こ

と 。  

⑤バッ チカ ード を 収集車に返却する

こ と 。  

 
 

 

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  
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（ ４ -b） 許可業者及びごみ収集業務委託車両の搬入搬出 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ４ ） 許可業者及びご み収集業務委託

車両の搬入搬出 

＜往路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た収集車か

ら バッ チカード を 受け取る こ と 。  

②バッ チカ ード を カ ード リ ーダ ーに

かざすこ と 。  

③計量パソ コ ン で問題な ければ確定

さ せる こ と 。 （ Ｆ ２ を 押す）  

④バッ チカ ード を 収集車に返却する

こ と 。  

⑤青色のバッ チカ ード （ 木質系廃棄

物） の場合はピ ッ ト 前の神戸市職

員に搬入があ る 旨電話にて連絡す

る こ と  

    

＜復路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た収集車か

ら バッ チカード を 受け取る こ と 。  

②バッ チカ ード を カ ード リ ーダ ーに

かざすこ と 。  

③計量パソ コ ン で問題な ければ確定

さ せる こ と 。 （ Ｆ １ を 押す）  

④バッ チカ ード と 伝票を 収集車に返

却する こ と 。  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  
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（ ５ -b） 自己搬入ごみのう ち事業系指定袋の搬入搬出（ 黄色の申請書の場合）  

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ５ ） 自己搬入ご みのう ち事業系指定

袋の搬入搬出 

（ 黄色の申請書の場合）  

＜往路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た車両から

申請書を受け取る こ と 。  

②申請書の色を 確認する こ と 。  

③黄色の バッ チ カ ード を 用意し 、

カ ード リ ーダーにかざ し 、 車番を

入力する こ と 。  

④黄色のカ ード を 自己搬入者に渡す

こ と 。  

 

＜復路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た車両から

黄色のカード を受け取る こ と 。  

②黄色のバッ チカ ード を カ ード リ ー

ダーにかざすこ と 。  

③計量パソ コ ン で問題な ければ確定

さ せる こ と 。 （ Ｆ １ を 押す）  

④伝票を 搬入者に渡すこ と 。  

 

※申請書は、 搬入処理後ま たは搬出

処理後に渡すこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  
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（ ６ -b） 自己搬入ごみのう ち事業系指定袋以外の搬入搬出 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ６ ） 自己搬入ご みのう ち事業系指定

袋以外の搬入搬出 

（ 白色、 青色の申請書の場合）  

＜往路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た車両から

申請書を受け取る こ と 。  

②申請書の色を 確認する こ と 。 青色

の申請書は回収する こ と  

③申請書の色と 同じ 色のバッ チカ ー

ド を 用意し 、 カ ード リ ーダーにか

ざし 、 車番を 入力する こ と 。  

④問題なければ確定さ せる こ と 。  

  （ Ｆ ２ を 押す）  

⑤バッ チカ ード を 自己搬入者に渡す

こ と 。  

 

＜復路＞ 

① ス ケール台に乗っ てき た車両から

バッ チカード を 受け取る こ と 。  

②バッ チカ ード を カ ード リ ーダ ーに

かざすこ と 。  

③重量に よ り 料金が 計算さ れ る の

で、 搬入者にその金額を 伝え 料金

を受け取る こ と 。  

④受け取っ た 金額を 入力し 、 おつり

があればおつり を 渡すこ と 。  

※キ ャ ッ シュ レ ス 決済の場合は別途

キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済端末を 操作

し 、 決済が確定し た 後に計量パソ

コ ンに決済額を入力する こ と 。  

⑤計量パソ コ ン で問題な ければ確定

さ せる こ と 。 （ Ｆ １ を 押す）  

⑥伝票（ 領収書） 及びキ ャ ッ シ ュ レ

ス 明細を搬入者に渡すこ と 。  

※キ ャ ッ シュ レ ス 決済の場合は計量

伝票と 併せて、 キ ャ ッ シュ レ ス 端

末から 出力さ れる キ ャ ッ シュ レ ス

利用明細を 渡す。  

なお、 伝票利用明細の控え はホ ッ

チキ ス 止めを し て２ 枚纏めて管理す

る こ と 。  

 

※申請書は、 搬入処理後ま たは搬出処

理後に渡すこ と 。  

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  

●特に 搬入の と き の 確定（ Ｆ １ を 押

す） を 忘れないよ う にする こ と 。  

●バッ チカ ード の番号は間違えないよ

う 気を つける こ と 。  

●搬入者から 支払われる 金額やおつり

を間違わないよ う 気を つける こ と 。  

●白色（ 燃える ご み） のバッ チカ ード

は 80 円/10kg、 青色（ 木質系廃棄

物） のバッ チカード は 140 円/10kg と

単価が違う ので注意する こ と 。  

●キ ャ ッ シュ レ ス 決済の場合、 決済金

額を 間違わないよ う に気を つけて端

末操作を行う こ と 。  

●キ ャ ッ シュ レ ス の端末操作を 誤り 、

決済額を 間違え た場合は、 手元の現

金では返金せず、 マニュ ア ル通り に

端末操作を し 、 キ ャ ン セ ル処理を

行っ てから 、 再度正し い金額で決済

処理を 行う 事。  

※決済のキ ャ ン セル期限が過ぎた取引

の対処法については、 速やかに市事

務所に相談する こ と 。  
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（ ７ -b） 中継車およ び残滓運搬車両の搬入搬出 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ７ ） 中継車およ び残滓運搬車両の搬

入搬出 

＜往路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た中継車か

ら バッ チカード を 受け取る こ と 。  

②バッ チカ ード を カ ード リ ーダ ーに

かざすこ と 。  

③計量パソ コ ン で問題な ければ受付

ける こ と 。  

④バッ チカ ード を 中継車に返却する

こ と 。  

    

＜復路＞ 

①ス ケ ール台に乗っ てき た中継車か

ら バッ チカード を 受け取る こ と 。  

②バッ チカ ード を カ ード リ ーダ ーに

かざすこ と 。  

③計量パソ コ ン で問題な ければ受付

ける こ と 。  

④バッ チカ ード と 伝票を 中継車に返

却する こ と 。  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計量が終了し ていないと き に、 次の

車両が 乗ら な い よ う 気を つけ る こ

と 。  

●ス ケ ール台から タ イ ヤがはみ出し て

いないか確認する こ と 。  

●信号が赤のと き にス ケ ール台に乗ら

ないよ う 気をつける こ と 。  
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（ ８ ） 終了作業 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ８ ） 終了作業 

①計量パソ コ ン 及び集計パソ コ ン モ

ニ タ ーの 電源を Ｏ Ｆ Ｆ に する こ

と 。  

②搬入出の信号ラ ン プを 「 自動」 か

ら 「 手動の赤」 に切替える こ と 。  

 

（ ９ ） その他 

①搬入搬出終了後、 その日の搬入出

日報を 打ち出すこ と 。  

②その日の手数料を 計算し 、 金額の

照合を 行う こ と 。  

③業務日報と 日計表を 事務所に提出

する こ と 。  

④手数料は即日も し く は翌営業日ま

でに指定の口座へ入金する こ と 。  

⑤当該月終了後翌月 5 日ま でに月報

及び月計表を 提出し 、 納付書の作

成を 依頼する こ と 。 当該月の手数

料は翌月 10 日（ 10 日が土日祝の場

合は翌営業日） ま でに納付する こ

と  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●手数料の計算及び金額照合は慎重に

行う こ と 。  

●銀行へ車で行く 場合は、 車両の運行

前点検を必ず行う こ と 。  

●車両の運転は、 法令を 守り 安全運転

を心がける こ と 。  
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第３ 章 ピッ ト 前作業 
（ １ ） 事前作業 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ １ ） 事前作業 

①プラ ッ ト ホ ーム の照明を つける こ

と 。  

②投入扉を 使用でき る よ う 確認する

こ と 。 （ 油圧装置を運転など ）  

③投入扉の信号と 使用扉を 確認する

こ と 。 ど の扉を 使用する かは神戸

市と 調整する こ と 。  

④掃除用具の員数、 状態を 確認する

こ と 。  

⑤ヘルメ ッ ト を かぶる こ と 。 安全靴

等の保護具を 着用する こ と  

⑥自分が着用する フ ルハーネス 型墜

落制止用器具の状態を 確認する こ

と 。  

⑦搬入前に搬入出路ス ロ ープや計量

棟廻り の清掃を行う こ と 。  

⑧プラ ッ ト ホーム入口及び出口の

シャ ッ タ ーを 開ける こ と 。  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特に、 夏場は熱中症に気を つける こ

と 。  
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（ ２ ） ピッ ト 前作業共通項目 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ２ ） ピ ッ ト 前作業共通項目 

①ピ ッ ト 前作業は投入扉が完全に閉

ま っ た状態で行う こ と 。  

②投入扉から ２ ｍ 以内での作業の場

合は、 投入扉が閉であ る こ と を 確

認する こ と 。  

③投入扉、 ダ ン ピ ン グ ボッ ク ス の動

作状況を 確認し 、 異音等の異常が

あ る 際には神戸市の担当者へ連絡

する こ と 。  

④プラ ッ ト ホ ーム 内の歩行時、 車両

と 接触事故を 起こ さ な いよ う 、 距

離取る 、 合図を 取り 合う 等十分注

意する こ と 。  

 

※施設の作業標準については 

「 資料１ 参照」  

 

●投入扉が開の状態のと き は投入扉か

ら ２ ｍ の白線（ ま たは黄色線） 内に

は入ら ないこ と 。  

●投入扉が開の状態で、 やむを えず投

入扉か ら ２ ｍ の 白線（ ま た は黄色

線） 内で作業を する と き は、 事前に

業務責任者と ピ ッ ト 前作業に従事す

る 従業員と で状況を 確認し 、 投入扉

が開の状態で作業を する こ と が妥当

であ る こ と を 確認する こ と 。 必ず投

入扉を 閉めた状態でフ ルハーネス 型

墜落制止用器具を 着用し 、 投入扉前

に設置し てあ る 金具等にフ ルハーネ

ス 型墜落制止用器具を 取り 付け た

後、 作業を 行う こ と 。  
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（ ３ ） ピッ ト 前清掃 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ３ ） ピ ッ ト 前清掃 

＜投入扉前に搬入に支障があ る 落下

ごみがある と き ＞ 

①その投入扉に搬入さ れないよ う 投

入扉の前方にバリ ケ ード （ う ま ）

を置く こ と 。  

②投入扉から ２ ｍ 以内での作業の場

合は、 投入扉が閉であ る こ と を 確

認する こ と 。  

③落下ごみを 収集する こ と 。  

④落下ご みを 投入扉下部の開口部分

から ピ ッ ト に落と し こ むこ と 。  

※長い時間作業を 行う 場合は、 信号

を 赤にする こ と 。 （ ク レ ーン マン

に依頼する など ）  

 ⑤投入扉下部の開口部分から 落と せ

な い サ イ ズ の ご みは ダ ン ピ ン グ

ボッ ク ス から 落と する こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●搬入に支障がないも のは、 そのま ま

にし ておく こ と 。  

●投入扉が微開の状態でも 開口部が生

じ 不安全作業と なり ま す。 必ず閉の

状態で作業をする こ と 。  
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作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

＜水撒き ＞ 

①局所的な 汚れ （ ご み汁、 油等）

は、 適宜散水栓によ り 水撒き を す

る こ と 。  

②扉付近の作業は、 バリ ケ ード （ う

ま ） を 置く こ と 。  

③定期的に、 側溝会所のご みを 取り

廃棄する こ と 。  

※長い時間作業を 行う 場合は、 信号

を 赤にする こ と 。 （ 投入扉現場盤

の操作場所選択ス イ ッ チを 手動に

切 り 替 え る と 、 信 号 が 赤 に な

る 。 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●プラ ッ ト ホ ーム 全体の散水は１ 日に

１ 回業務終了後を 基本と する 。  

（ 特別な汚れが発生し た場合は除く ）  

●水撒き 中は、 水圧に 負け な い よ う

し っ かり と ホース を持つこ と 。  

●ホ ース の先端ノ ズルは衝撃に弱いた

め丁寧に取り 扱う こ と 。  

●床への散水以外は、 極力行わないよ

う にする こ と 。  

特に現場盤や作動機械には散水し て

はなら ない。  

●ご みピ ッ ト の投入ス ロ ープの水撒き

清掃は行っ てはなら ない。  

●投入扉を 開け た 状態で 散水作業は

行っ てはなら ない。  

●水撒き 中は、 周り を 確認し 、 人にか

か ら な い よ う 細心の 注意を 払う こ

と 。  

●側溝や会所の清掃のためにグ レ ーチ

ン グ 等を 持ち上げる 際は重量物のた

め 腰を 痛め な い よ う に 注意する こ

と 。  

 

人感センサーが濡れ

る と 扉が閉ま ら なく

なる こ と がある た

め、 濡ら さ ないよ う

にする こ と 。  
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（ ４ ） 車両誘導 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ４ ） 車両誘導 

①自己搬入ご みは 必ず誘導する こ

と 。 手降ろ し の 者は ダ ン ピ ン グ

ボッ ク ス ま で誘導し 、 ダン プ機能

を 有する 車両の場合は投入可能な

扉ま で案内する こ と 。  

そ の他のご み搬入者で投入個所が

分から な い者について は投入可能

な 扉ま で案内する こ と 。 大型の中

継車について は奥側の投入扉を 優

先的に使用する よ う に指示する こ

と 。  

②ダン ピ ン グ ボッ ク ス へ誘導する 際

はダ ン ピ ン グ ボッ ク ス へ後退で誘

導し 、 ダン ピ ン グ ボッ ク ス 作動時

に車両と 接触し な い位置で車両を

停止さ せる こ と 。  

③車両から の積み下ろ し は搬入者自

身で実施さ せる こ と 。  

④積み下ろ し 時に搬入不適物（ 産業

廃棄物・ 搬入を 認めな いご み種・

受入基準に適合し な い可燃ご み）

を 確認し た 場合は積み下ろ し を 中

止さ せ、 神戸市の担当者に連絡す

る こ と  

⑤積み下ろ し が終了後も し く はダン

ピ ン グ ボ ッ ク ス に 積み下ろ すス

ペース がなく なっ た場合（ 概ね 200 

㎏程度のご みが積み下ろ さ れた 場

合） は一度ダ ン ピ ン グ ボッ ク ス を

作動さ せて 、 ご みを ピ ッ ト へ落と

する こ と 。  

⑥積み下ろ し が終了し た 搬入者を 退

出方向へ誘導する こ と 。   

⑦ダン ピ ン グ ボッ ク ス の利用者が滞

留し （ 概ね3台程度） 、 その他の車

両の搬出入に影響を 及ぼす場合は

管理棟事務所へ連絡し 、 自己搬入

ご みの受付を 一時中止し ても ら う

こ と 。 ま た 、 ピ ッ ト 前の混雑状況

によ り 、 搬入作業に支障を き たす

場合は、 計量員と 連携し 、 プラ ッ

ト ホ ーム への車両の進入制限を か

ける など 対応する こ と 。  

 

●自己搬入で、 手降ろ し の場合は、 ダ

ン ピ ン グ ボッ ク ス （ ダン ピ ン グ ボッ

ク ス が設置さ れていないク リ ーン セ

ン タ ーでは手降ろ し 用に決めら れた

投入扉） へ誘導する こ と 。  

●ダ ン ピ ン グ ボ ッ ク ス を 使用する 場

合、 操作盤に「 運転( 操作) 可否ス

イ ッ チ( キーなど ) 」 がある ク リ ーン

セン タ ーではご みの荷降ろ し 中の誤

操作を 防止する ため、 荷降ろ し 前に

こ のス イ ッ チを 「 停止( 禁止) 」 にし

ておく こ と 。  

●ダン ピ ン グ ボッ ク ス を 作動さ せる と

き は、 ダン ピ ン グボッ ク ス と 車両及

び人が接触し ないよ う 十分離れてい

る こ と を 確認し てから 動かすこ と 。  

●自己搬入で、 ダン プ車及びパッ カ ー

車の 場合は 、 投入扉へ誘導する こ

と 。  

●直営車及び許可業者は、 投入扉の搬

入と なる 。  
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（ ５ ） 搬入監視 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

①投入扉への搬入では、 搬入者が降

車作業を 行う 時は、 投入扉が閉ま

る 位置ま で車両を 誘導する こ と 。  

②搬入者が不安全な作業を し て いる

場合は指導する こ と 。  

③搬入不適物（ 産業廃棄物・ 搬入を

認めないご み種・ 受入基準に適合

し な い可燃ご み） を 確認し た 場合

は 神戸市の 担当者に 連絡する こ

と 。  

④プラ ッ ト ホ ーム 内での車両事故等

のト ラ ブルが発生し た 際は計量事

務所にて搬入を 停止さ せたう え で

速やかに神戸市の担当者に連絡す

る こ と 。  

※施設の作業標準については 

「 資料１ 参照」  

●ピ ッ ト 前作業は、 投入扉が完全に閉

ま っ た状態で行う こ と 。  

●投入扉が開の状態で２ ｍ の白線（ ま

たは黄色線） 内に立入る 者がいる 場

合は、 立入禁止区域に入ら ないよ う

必ず注意する こ と 。  

●やむを えず立入ら なければなら ない

と き は、 投入扉を 閉めた状態でフ ル

ハーネス 型墜落制止用器具を 着用さ

せ、 投入扉前に設置し てあ る 金具等

にフ ルハーネス 型墜落制止用器具を

取り 付け た 後、 作業を 行わ せる こ

と 。  
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（ ６ ） 終了作業 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ６ ） 終了作業 

①搬入出業務終了後、 全ての投入扉

（ 可燃ご み投入扉、 木質系ご み投

入扉、 資源ご み投入扉） が閉ま っ

ている こ と を 確認する こ と 。  

②散水栓によ り プラ ッ ト ホ ーム に水

撒き を 行う こ と 。  

③ピ ッ ト 出入口シャ ッ タ ーを 閉める

こ と 。  

④油圧装置等機器の電源を 切り 、 甲

の指示する 照明を 消灯する こ と 。  

 

●投入扉前等に落ちている ご みは、 水

撒き を する 前に、 そのご みの種類に

応じ たピ ッ ト に投棄する など し て、

清掃する こ と 。 なお、 みだり に投入

扉を 開けて、 立入禁止区域内で清掃

作業を 行わないこ と 。  

 ① 投入扉下開口を 利用し て、 ご み

を 投棄する こ と 。  

 ② 投入扉下開口の利用が困難な場

合は、 可燃ご みはダン ピ ン グ ボッ

ク ス 等の利用を 優先する こ と 。   

●散水栓の筒先は丁寧に取り 扱い、 床

面等に強く 打ちつけないこ と 。  
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第４ 章 緊急時の作業 
 

作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ １ ） ピ ッ ト 転落者救出作業手順 

  （ 資料２ を参照）  

 ①非常警報ボタ ンによ る 通報 

  ピ ッ ト 転落者事故を 発見し た者は

投入扉横やプラ ッ ト ホ ーム に設置

し ている 非常警報ボタ ン を 押し て

通報する こ と 。  

 

 

 ②救助用具の点検と 救出訓練を 定期

的に実施し 、 いざ と いう と き に迅

速に行動でき る よ う 手順を よ く 把

握し ておく こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●非常警報ボタ ン を 押せば、 ク レ ーン

室、 中央管制室、 事務所、 計量室な

ど にボイ ス アラ ーム等が鳴る 。  

 警報ボタ ン 設置場所や警報発報場所

は施設によ っ て違いま すので、 日頃

から よ く 確認し ておく こ と 。  

●救出訓練 

  事故時には敏速に対処でき る よ う に

救出手順を よ く 把握し 、 常日頃から

救出訓練を 実施し ておく こ と 。  

●救助用具の点検 

  救助用具は事故時に速やかに準備で

き る よ う 、 格納場所の確認はも と よ

り 、 日頃から 十分点検を 実施し 良好

状況を 保っ ておく こ と 。  
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作 業 手 順 要   点（ 説 明）  

（ ２ ） 火災発生時の対応手順 

  （ 資料３ を参照）  

 ①火災警報発報時には至急現場確認

を 行っ て、 場所の特定と 火災状況

を つかむこ と が大切である 。  

 ②迅速に初期消火活動に移れる よ う

に手順を よ く 把握し 、 定期的に消

防訓練を 実施し ておく こ と 。  

 

（ ３ ） その他の緊急時の作業手順 

①停電や設備の重大故障、 地震等の

災害な ど 緊急時の 対処に つい て

は、 各施設で作成し て いる 手順に

基づいて的確・ 冷静に行う こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●消火器・ 屋内消火栓の設置場所など

日頃から よ く 確認し ておく こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料１  ク リ ーンセンタ ーピ ッ ト 前清掃作業標準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料２  ピ ッ ト 転落者救出作業手順 

 

● ピ ッ ト 転落があっ た場合は、 消防署（ １ １ ９ ） に連絡する こ と 。 消防署の

救助隊が来る ま では、 酸素濃度等の測定、 送風機の設置、 ゴンド ラ の準備

を し 、 転落者への声がけを行う こ と 。  

● 施設によ り 装置面で違いがあり ま す。 詳細については、 各施設に備えてい

る 作業手順書に基づいて作業を 行う こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料３  火災発生時の対応手順 
 

● 火災発生時の対応手順の概要である 。 詳細は各施設の自衛消防隊行動マ

ニュ アル等に基づいて作業する こ と 。  
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